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■海洋開発委員会委員長 高橋 重雄 

みなさんこんにちは。海洋開発委員会委員長を

しております高橋です。本日は、本当にお忙しい

中、多数お集まりいただきましてありがとうござ

います。このたび土木学会の海洋開発委員会では、

「海洋基本法と私たち」という題で、講演会を開

催することとなりました。海洋基本法は、現在衆

議院での審議を終えて、参議院で審議されていま

す。そして、この連休の間には決議すると私は聞

いております。 
海洋基本法は、海洋の枠組みを設定し、そして

変えていくものだというふうに、私は思っており

ます。我々にとって、非常に大きな影響を及ぼす

ものである、というふうに思います。本講演会で

は、この海洋基本法の本質に詳しい先生方を講師

にお招きしました。海洋政策研究財団の寺島様に

は、海洋基本法の基本的な考え方、あるいはこれ

までの経緯を、内容を含めていろいろとお話して

いただけるのではないかと思っております。海洋

産業研究会の中原様には、海洋基本法が産業界に

及ぼす影響について、お話していただけると思い

ます。東京大学の磯部先生には、海洋基本法と土

木、土木といいましても、海の土木に関連するこ

とについてお話していただけると思います。特に、

海洋長期計画に向かって、我々が何をしなければ

ならないか、ということについてご理解していた

だけるのではないかと思っております。この講演

会を通じまして、海洋基本法が我々にとって本当

に重要であるということを再確認していただいて、

さらに内容を理解していただき、今後の21世紀の

海洋のあり方というものを、皆さんと一緒に考え

ていきたいというふうに考えております。 
私ども海洋開発委員会では改革小委員会という

ものを立ち上げております。この小委員会は室蘭

工業大学の木村先生を委員長としまして、この分

野の改革、特にイノベーション的な技術者ですと

か研究者だとか、そういった枠組みを検討してお

ります。海洋基本法という、大きな変革に耐えて、

この分野のイノベーションにつないでいけたら、

と私どもは思っております。 

最後になりましたが、この講演会を開催するに

当たりまして、土木学会の浜田会長はじめ、多く

の方にお世話になりました。ここで改めて、感謝

の意を表したいと思います。ありがとうございま

した。なお、この講演会の後半にはパネルディス

カッションを予定しておりまして、これを含めて、

本講演会が活発で、刺激的な内容になることを期

待しまして、私の挨拶に代えさせていただきます。 
 

 

■土木学会会長 浜田 政則 

土木学会会長の浜田といいます。本日は、海洋

基本法に関する特別講演会にご参加いただき、あ

りがとうございます。今、お話がございましたよ

うに、現在、海洋基本法が国会で審議されており

まして、まさにタイムリーな講演会になるであろ

うというふうに思っております。本日お話をいた

だきます 3 人の講師の方々、海洋政策研究財団の

寺島様、海洋産業研究会の中原様、東京大学の磯

部先生、厚くお礼申し上げます。 
素人の私が申すまでもございませんが、我が国

の領海と排他的経済水域は全陸地面積の 12 倍あ

るそうでございまして、この海洋の有効利用を図

るということは、きわめて重要な課題であるいう

ふうに考えております。私ども土木分野の技術者

は、これまで海といいましても、浅い沿岸部の開

発・建設に力点をおいてきたわけでございます。

しかしながら、深いほうを含めた全体の海洋、英

語で言いますと ocean になりますが、これが非常

に大きなポテンシャルを有していることは言うま

でもないことでございます。本日お集まりの海を

専門とされる技術者の皆様には、ぜひ海洋に関連

した技術革新の牽引役になっていただきたいと考

えております。 
本日の講演会の主要テーマは海洋基本法ですが、

我が国には多くの基本法がございます。私の専門

である防災分野では、昭和36年に、災害基本法と

いうものが制定されております。災害対策基本法

におきまして、中央防災会議により防災計画が作

られ、我が国の防災対策が推進をされてきたとい

うことは、皆さまご承知の通りでございます。海
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洋基本法におきましても、今後このような体制が

整備されることになるであろうと思います。海洋

の場合には、環境、防災、気候・気象、水産、造

船、エネルギーなど幅広い分野があり、分野間の

連携が不可欠であると考えられます。海を専門と

する土木技術者の皆さまにはこうした幅広い、分

野横断的な調査研究をリードしていただきたいと

考えております。本日、3 人の講師の方々から海

洋基本法と、それをとりまく状況についてお話を

いただきますが、皆様が次のアクションを起こす

ためのきっかけと、海洋開発委員会が常日頃提唱

しております、イノベーションにつながる何かを

掴み取っていただきたいというふうに考えており

ます。 
以上、簡単ではございますが、開会に当たりま

して、私の挨拶に代えさせていただきます。 
 

 

■海洋政策研究財団 常務理事 寺島紘士 

ただ今ご紹介いただきました、海洋政策研究会

の寺島でございます。本日は、海洋基本法につい

てのこのような講演会にお招きいただきまして、

ありがとうございます。 
海洋基本法は、衆議院も通りまして、おそらく

は参議院でも、早ければ今週中にも審議され成立

する、と言われております。政治の世界ですから、

このあたりはまだはっきりしませんが、いずれに

しましても、予想以上に早く成立しつつあるとい

うのが現状です。 
基本法というのは、最近非常に増えております。

基本的な法律というのは、具体的に、自分達にど

のように関係するのか、言ってみれば、少し縁遠

いのではと思われる方もおられると思います。確

かに、数ある基本法の中にはそのようなものもあ

るのですが、海洋基本法につきましては、必ずし

もそうではないのだ、というふうに思っておりま

す。 
先ほどもお話がございましたが、海洋につきま

しては、その枠組みができていないためになかな

か取り組みが進まないもどかしさというのを皆さ

ま感じておられるのではないでしょうか。海洋問

題に総合的に取り組む枠組みができ、それを海洋

基本計画という形で国の具体的政策ができまして、

それにしたがっていろいろな取り組みが進むとい

うのが一番望ましい進行状況なのですが、ただこ

こで、枠組みができても、枠組みの中でそれを使

わなければ、あまり意味がない。是非、基本法と

いう枠組みを活かしていただきたい。そのように

活かせる枠組み、なかなか工夫されたものがいま

国会にかかっております。お手元に海洋基本法案

という条文が配られております。基本法にしては

38条もある条文で、必ずしも具体的にどうのこう

のということではないかもしれませんが、かなり

具体的なことが書き込まれている基本法ではない

かと思います。その辺のところも含めて、今日は

お話をさせていただきたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 
それではなぜ今、この段階での基本法なのかと

いうことなのですが（図1）、直接のきっかけは皆

さんご承知の通り我が国の周辺海域におけるいろ

いろな問題、特に象徴的なのが東シナ海の石油開

発にともなう中国との関係。そのほか竹島および

その周辺に対してや北方領土の問題。これは、ず

っと続いていて、時々何かあっては取り上げられ

るような問題であります。ただ、問題はこれだけ

ではなく、もっと構造的なものがある、と考えて

いただきたいと思います。あとで説明いたします

が、国連海洋条約ができて、排他的経済水域が大

切だというような制度ができました。これは、国

の領域が広がるのではなく、国際法上の制度とし

てそういうものができた、ということでございま

す。その結果、この 200 海里同士が大きく重複す

るという事態が起きています。これは、何も我が
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国の周辺だけの問題ではありません。我が国は周

辺の7つの国・地域とこの海域の境界問題があり、

東シナ海の問題というのはまさにそれと関係して

いるわけです。それから、海洋環境の悪化の問題

もございます。これは、皆さまご存知の通りです

が、陸域に近いところからだんだん外側に広がり、

今、大きな閉鎖性の海で、海洋汚染だとか、赤潮

や青潮の問題、大量の漂着物の問題など、さまざ

まな問題が起こっています。それからまた、水産

資源の減少というような大きな問題があります。

これは、環境の劣化と乱獲、二つの問題が関わっ

ているかと思います。それから、安全だとか秩序

への脅威、密輸入、密入国といったものがあげら

れます。日本は海に守られているといいますが、

最近の船舶の進歩にともなって、完全に外と断絶

する効果はだんだん薄れてきており、北朝鮮の工

作船の問題などがあります。さらに言えば、沿岸

域を含む海面利用の競合といった問題もございま

す。 
こういった種々の問題があって、前々からどう

にかしなければいけないと考えていたけれど、あ

まり基本的な問題として総合的に取り組むという

状況ではなかった、というのがこれまでの状況で

した。しかしながら、20世紀後半からかなり海洋

以外の問題への人間の取り組み方が変わってきて

おります。そうすると、今まではどこの国にも属

さない国際空間であった海洋が、科学進歩によっ

ていろいろなことができるようになりました。ま

た人間側の事情で言えば世界人口の問題がござい

ます。20 世紀に入りまして急速に増加しており、

20世紀初頭の16億人くらいから、中間での25億
人、現在では 62，3 億かそれ以上という、すごい

勢いで人口が増加いたしました。しかしこれは、

食料や水、空気といったものがないと可能ではな

いわけです。さらに、国の数が増えている。これ

はあまり言われていないのですが、国連ができた

頃の 45 カ国ぐらいから現在は 192，3 カ国と非常

に増えている。国際社会を構成する国の数がこれ

だけ増えたということはかなり、国際社会でさま

ざまなことを行う際のシステムが変わったという

ことでもあります。もっと基本的なこととしては、

資源と環境が有限である、いうことがようやくわ

かった。これは、大変なことだ、ということでご

ざいます。 
これらのことを踏まえると、地球の 7 割を占め

る海というのが大変重要であり、環境といい、資

源といい、大変重要だということが注目されまし

た。海洋および沿岸域を管理をする必要があるの

ではないか、ということです。よく管理という言

葉を国内法的に使いますと、海なんかは管理でき

るわけがない、というふうに言われることがござ

います。できるか、できないか、というのは今後

の問題としまして、海の環境とか資源を、今まで

やってきたように欲しい時に取れば良い、あるい

は、どんどん海に流せば良いという状況ではなく、

やはり人間の海での活動を管理していかなければ

大変なことになるのではないかいうことが共通認

識となってきているわけです。そのためにいろい

ろな取り組みが行われているわけです。総合的に

は、Ocean Governance といわれています海洋の総

合的な管理に取り組んでいくというのが 20 世紀

にたどり着いた結論であり、21世紀には、さらに

大きな命題、課題になっていくことでしょう。そ

れに対する取り組みとして海の分野で 2 つのこと

を申し上げたいと思います。 
一つは、1994年に国連海洋法条約というのが発

効いたしました。海に関する法的な枠組みが変わ

ったわけです。海洋の自由から海洋の管理へ、と

いうのが根底にあるわけであります。これは、1973
年に第３次海洋法会議というのが始まりまして、9
年かかって 1982 年に海洋法条約ができ、さらに

12年かかって発効いたしました。20世紀の後半を

かけて苦労して、21世紀に入ってこれの実施段階

を迎えたわけです。 
それからもう一つ重要なのが、リオの地球サミ

ットで採択した「環境と開発」宣言、そしてそれ

を実行するための「持続可能な開発のための行動

計画アジェンダ21」の採択であります。日本では、

行動計画アジェンダ21というのは有名ですが、こ

れは CO2の問題、あるいは森林の問題というふう

に受け取られていますが、海の政策的な枠組みを

決めたという形ではあまり取り上げられておりま

せん。このアジェンダ 21 の第 17 章というのは、

海洋について非常に大事な政策的枠組みをつくっ 
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たのです。このときに決めたアジェンダ21の政策

的な取り組みについては、さらに10年後の世界サ

ミットWSSDで前進させるようになります。 
海洋の自由から海洋の管理へ、と一口で先ほど

申し上げましたけれども、どこが違うかといいま

すと、例えば海洋の利用については海運と水産と

いうのが非常に大きな二大事業となっております

が、その二つについていえば両者は対照的な取り

扱いになっています。海運のほうは、世界の交易

を支えるために航行の自由の確保というのが一つ

の大きな問題であります。ところが、他方水産で

は、資源とか環境といった問題について逆に沿岸

国の海域管理を拡大する、ということで大きな枠

組みの変更があったのです。 
国の領域としてはここまでですが、このほかに

排他的経済水域 200 海里、それから大陸棚。大陸

棚は 200 海里を越えてもさらに陸地の延長として

認められます。さらにその先として、今度は逆に

人類の共同財産として深海底という制度を設けま

して、これは国際的に管理する、としております。

それから海洋環境の保護・保全ということをしっ

かりやっていこうということで、海上での活動だ

とかそれだけでなく陸域起因の汚染についてもし

っかりと取り組もうという姿勢をとっています。

それから、海洋の科学的調査、海洋技術の発展お

よび移転、つまり海の問題というのは一国だけで

取り組もうとするとそれをできる国とできない国

がある。また海洋の問題というのは全体で取り組

まなければいけないので、技術を開発するだけで 

 

 
なくさらにそれを移転して、全体で海洋の管理を

やっていこうという考え方があるわけです。 
これが、新しい条約における 200 海里水域であ

ります。なぜ 200 海里かといいますと、厳密には

排他的経済水域というのは 200 海里水域の領海を

除く部分でございまして、管轄海域の一部になる

わけですが、200 海里水域として扱うのが通例で

すのでこのような状況になります。 
そうしますと、200 海里の日本の面積は 6 番目

だというのはご存知かと思いますが、陸地面積と

200 海里面積の比較ということで見ますと、非常

に特徴的なのが 4 番目のニュージーランドと 6 番

目の日本でございます（図2）。陸地面積が小さく、

200海里面積が大きい、というふうになっており、

日本の特徴を大変よく表しています。さらにこの

計算式（図 3）を見ていただきますと、陸域と領

海3海里がかつての日本の国土で、45万平方キロ

ということでしたが、これが陸域プラス領海12海
里になってさらに 200 海里となりまして、厳密な

意味で国土ではありませんが、日本が管理する、

という意味で国土と考えれば 485 万平方キロ、さ

らに大陸棚について 65 万平方キロほど伸ばせま

す。この調査を今実施していますが、500 万平方

キロほどを日本がカバーする、いうような状況に

なっており、つまり国の形が変わったわけです。

これまでの国の形は、黄色の部分であります（図

4）。黄色の外側に領海があり、さらにその外側に

我が国の排他的経済水域で、大陸棚もあり、これ

が約 500 万平方キロとなります。厳密な比較では

◎◎200200海里海里水域水域面積上位面積上位1010ヶ国ヶ国 （単位：万（単位：万kmkm22））

２００海里面積（２００海里面積（AA）） 陸地面積（陸地面積（BB）） （（AA）（）（BB）の比）の比

１．アメリカ１．アメリカ 762762 936936 0.80.8
２．ｵｰｽﾄﾗﾘｱ２．ｵｰｽﾄﾗﾘｱ 701701 769769 0.90.9
３．ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ３．ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 541  541  190190 2.92.9
４．ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ４．ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ 483483 2727 17.917.9
５．カナダ５．カナダ 470470 998               0.5998               0.5
６．日６．日 本本 447                38             11.9447                38             11.9
７．ロシア７．ロシア* * ＜＜449449 ＜＜2,240 2,240 0.20.2
８．ブラジル８．ブラジル 317317 851            851            0.40.4
９．メキシコ９．メキシコ 285285 197               1.5197               1.5
1010．チ．チ リリ 229 229 76               3.076               3.0
**面積数値は旧ソ連時代のもので実行支配地域（北方四島を含む）面積数値は旧ソ連時代のもので実行支配地域（北方四島を含む）

を起点として算出されたもの。したがって、実際はを起点として算出されたもの。したがって、実際は400400万万kmkm22前後。前後。
（（出典：出典：((社社))海洋産業研究会資料）海洋産業研究会資料）

 
わが国の「国土」がわが国の「国土」が1010倍に拡大倍に拡大

•• 陸域＋領海陸域＋領海33海里＝国土海里＝国土4545万平方キロ万平方キロ

↓↓

•• 陸域＋領海陸域＋領海1212海里＋海里＋EEZEEZ･大陸棚＝･大陸棚＝

「国土」「国土」（注）（注）485485万平方キロ＋万平方キロ＋αα

注：注：EEZ447EEZ447万平方キロ、万平方キロ、「国土」には管轄海域を「国土」には管轄海域を

含む含む

・・

図 2 図 3 
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ありませんがこれが世界の第 10 位くらいのもの

かと思います。さらに言いますと、我が国の南に

広がる太平洋は非常に深い海域でございまして、

面積では 6 位ですが、体積に換算いたしますと世

界 4 位になるいうことでございます。これについ

てはまた後ほど時間があればお話したいと思いま

す。海洋法条約の意義というのは、あまり言われ

ておりませんが、私はおもにこの２点かと思いま

す。一つは、海というのは今まで陸上とは別の世

界でございました。最後は海軍力を中心とした実

力がものをいうという世界でございましたけれど

も、初めて国連海洋法条約というものができて総

合的な議論が出来るようになりました。我が国に

とって国際社会に共通する法律ができたというこ

とは非常に重要なことであり、これを大いに活用

していければと考えております。二つ目の点は、

世界で 6 番目に広大な排他的水域を持つ我が国で

すが、ここには食料、エネルギー、鉱物資源が多

くあると言われておりますし、海域の円滑な利用、

良好な海洋環境の保全、ならびに国家の安全保障

といった非常に重要な役割があるわけであります。 
先ほど少し触れたのですが、実はただ単に日本

の海域というのは広いというわけではなく、水を

取り除いてみると、非常に立体的に変化に富んだ

海域であります（図5）。世界でも有数の海溝、海

の峡谷がプレートの沈み込みによってできており

まして、また逆に山脈もあります。この複雑な地

形を大いに活用していきたいと考えておりますが、

この点につきましては皆さんのほうが専門家かも

しれません。例えば、深海底からそびえたってい

る海山の湧昇流を利用した海洋牧場というのもス

ケールも大きく面白いのではないか、などと思い

ます。 
いずれにしましてもそれだけの空間がある、そ

こにいろいろな資源があるということを考えて、

この海域の管理をしなければならないのではない

でしょうか。なんといっても、アジェンダ21の第

17章、そこには7つのプログラム分野についてか

なり詳細に書いてあります。これは、当事国がど

う取り組むかというだけではなく、それをどうや

って自力で取り組めない国について支援していく

か、ということについても書いてあるのですが、

そこで特に我が国に欠けているところを考えてい

きたいと思います。沿岸域および海洋環境の総合

管理と持続可能な開発は沿岸国の義務である、と

あります。それからもうひとつ、さらにそれを具

体的に、沿岸国は地方と全国レベルで、沿岸域・

海域とその資源の総合管理と持続可能な開発のた

めの適切な調整機構を設置・強化する。つまり、

総合的管理と持続可能な開発は沿岸国の義務で、

沿岸国はそれを実施できる仕組みや立案機関など

を作らなければいけません。さらにその仕組みで

は学界、民間部門、NPO、地方公共団体、資源利

用者グループ、住民と積極的に協議しなければな

らない、となっております。これは1992年にこの

ような形でアジェンダ 21 の第 17 章に書いてある

のですが、あまりに大きすぎてこの章については

取り組めないまま今日に至っているわけで、これ

も海洋基本法を必要とする理由の一つであります。 
我が国はこれらに対して、取り組みが十分では

なかった。この 10 年間、失われた 10 年というわ

けではありませんが、どうもあまりパッとしなか

ったように思います。具体的には海洋問題に縦割

り機能別にバラバラに対処してしまっていた。も

ちろん、それまでの取り組みに意味がなかったと

申し上げているわけではありません。それはそれ

なりに枠組みがあり大事なことであったわけです。

しかしそれだけでは対処できない状況になってい

る、ということがある程度認知されてからも、こ

のような縦割りだけで取り組んでいた、というと

ころに問題があるのではないかと思います。それ

から、先ほど申し上げましたけれども海洋の総合

的管理と持続可能な開発のための政策・体制が整

備されていない。これに比べて、欧米諸国や隣の

中国、韓国などの近隣諸国はもっと進んでおりま

して、それに立ち遅れている、いうことになりま

す。 
実はおととしの11月の臨時国会では、東シナ海

の問題が大きかったということで、民主党が国連

海洋法条約に照らしても、我が国の取り組みが遅

れているのではないかということで、「海底資源開

発推進法案」、「天然資源探査・海洋調査に関する

権利行使法案」という二法を提出しております。

自民党のほうは、法律案では少し遅くなりました
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けれども、委員会を開いてこの問題を審議してお

り、昨年 3 月には通常国会で「海洋構造物に関す

る安全水域設置法案」というものが提出されてお

ります。これが今回、海洋基本法と一緒に審議さ

れているわけであります。 
我が国は国連海洋法条約などの国際的な枠組み

をふまえた海洋政策が確立していないため、法案

が出ましても、各党間の調整が進まないまま継続

審議されている状態です。そこで、今のような状

態ではまずいのではないかということで、海洋政

策大綱をつくる、それから、海洋政策を推進する

ため海洋基本法を制定する。そして、それを推進

する行政機構の整備が十分でないので、海洋関係

閣僚会議の設置、あるいは海洋担当大臣の任命を

する、というようなことを内容とする提言をいた

しました。それが自民党のほうに受け止められま

した。具体的には、当時の安倍官房長官に提言を

持って行ったのですが、政府レベルではなかなか

対応しにくいという状況でございまして、自民党

として検討していただくという形でお願いしまし

た。その結果、自民党のほうでは昨年 4 月に「海

洋権益特別委員会」を「海洋政策特別委員会」に

名称変更いたしまして、海洋基本法を次の国会を

目指して検討しようという話になりました。それ

と合わせて、海洋政策特別委員会委員長の武見敬

三先生が、勉強会をつくりたい、ということを仰

って、それに協力してくれという話がございまし

た。そこでできたのがこの「海洋基本法研究会」

でございます（図6）。 
これは、自民・公明・民主、三党の有志の政治

家、それから海洋各界の有識者、そして関係省庁

をメンバーとする研究会でございます。座長が石

破茂衆議院議員、共同座長が栗林忠男慶應義塾大

学名誉教授で、私どもも事務局として務めており

ます。2006 年 4 月から 12 月まで 10 回開催して、

「海洋政策大綱」と「海洋基本法案の概要」をま

とめました。「海洋政策大綱」というのが先ほど申

しました基本法案作成時の共通認識を構築したも

のございます。それは私どもの HP にもございま

すので、ご覧になっていただければと思います。

この政策大綱を取りまとめた考えに基づいて、こ

の基本法案ができました。政策大綱では、各省庁

の行う政策、それから未だ行われていない政策、

そういったものを一つの海の政策に取りまとめら

れないかということで、これを取りまとめる基本

理念について、いろいろ議論を重ねました。その

結果、「海洋と人類の共生」を究極目標として、具

体的には、「海洋環境の保全」、「海洋の利用・安全

の確保」、「持続可能な開発・利用」、「科学的知見

の充実」、「海洋産業の健全な発展」、「海洋の総合

的管理」、「国際的協調」、という7つの基本理念を

提言しました。 
海洋基本法を整備するということで、基本法案

の中身といたしまして、今申し上げた海洋政策の

基本理念、それから国と地方公共団体、事業者、

国民の責務、そして海洋基本計画の策定等、海洋

の総合的管理に関する基本的施策を明記すること

としました。それから総合海洋政策を推進する組

織として内閣に、この時点では総合海洋政策会議

を設置し、海洋政策担当大臣を任命することとい

たしました。 
また、海洋に関する主要政策として、縦割り機

能別の政策を海洋の総合的管理の施策として整

理・体系化しました。それから、「知る」、「守る」、

「利用する」のバランスをとり、単に行政だけで

はなく事業者、国民を含む多様な関係者の参加と

連携協力の拡大が重要と考えました。そして、主

要施策として、ここに表がございます。この中に

12項目ございますが、それぞれについてさらに細

かく議論されたものが付属資料でまとめられてい

ます。これらは今後海洋基本計画をつくる際に重

要な資料となります。海に関するいろいろなこと

が取り上げられておりまして、非常に網羅的であ

「海洋基本法研究会」「海洋基本法研究会」２００６．４－１２２００６．４－１２

11..目的目的

総合的取り組みを要する海洋の諸問題に対するわが国政府総合的取り組みを要する海洋の諸問題に対するわが国政府
の対応の問題点を究明し、わが国の海洋政策のあり方を検の対応の問題点を究明し、わが国の海洋政策のあり方を検
討し、「海洋政策大綱」策定及び「海洋基本法」制定を図る討し、「海洋政策大綱」策定及び「海洋基本法」制定を図る

２．構成２．構成

日本の海洋政策の確立に関心を持つ政治家、海洋各界の有日本の海洋政策の確立に関心を持つ政治家、海洋各界の有
識者その他関係者で構成、関係省庁もオブザーバー参加識者その他関係者で構成、関係省庁もオブザーバー参加

代表世話人代表世話人::武見敬三参議院議員武見敬三参議院議員

座長座長 ：石破茂衆議院議員：石破茂衆議院議員

共同座長共同座長 ：栗林忠男慶応義塾大学名誉教授：栗林忠男慶応義塾大学名誉教授

事務局事務局 ::海洋政策研究財団海洋政策研究財団

図 6 
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る、というのが海洋基本法研究会の評価でござい

まして、あまりに網羅的でボリュームが莫大なの

が難点でございます。そして、我が国は、海洋と

人類の共生及び国益の確保を目標とする海洋政策

を策定・推進することにより、島国から海洋国家

へと新たな「海洋立国」を目指すべきであり、同

時に、国際社会において海洋秩序形成に先導的役

割を発揮していくべきだ、としています。 
以上のような議論をふまえまして、最終的に海

洋基本法案がまとめられました。これにつきまし

て、ざっと説明したいと思います。これはかなり

格調高く書かれております。国連海洋法条約に基

づく持続的な開発を実現するような国際的な取り

組み、アジェンダ21のような取り組みの中で我が

国は、海洋の持続可能な開発・利用と海洋環境の

保全との調和を図る新たな海洋立国を実現する、

ということを冒頭に述べています。それで、2 条

から 7 条、ここまでが先ほどの基本的理念を題し

たものでございます。それから8条から11条まで

国・地方公共団体・事業者・国民の責務について

でございます。 
第 2 章、海洋基本計画の策定は、まさに海洋基

本法の核心部分になります。基本計画を定める、

ということが重要でございます。基本法が制定さ

れ、3 ヶ月以内に施行されるとしますと、年内な

いし年度内くらいに基本計画が定められると思い

ます。 
第 3 章では、海洋政策大綱の主要施策を踏まえ

て、17 条から 28 条まで、基本的施策を定めてあ

ります。基本的には、各省縦割りの中で行ってき

たことを横断的にできるようまとめたものでござ

います。海洋資源の開発・利用の推進、海洋環境

の保全、排他的経済水域の開発等の推進、海上輸

送の確保、海洋の安全の確保、海洋調査の推進、

海洋科学技術に関する研究開発の推進等、海洋産

業の振興及び国際競争力の強化、沿岸域の総合的

管理、離島の保全等、国際的な連携の確保及び国

際競争力の推進、海洋に関する国民の理解の増進

等、の12項目を基本的政策としております。 
第 4 章として組織ですが、内閣官房に総合海洋

政策本部を置くとしています。海洋の問題を総合

的に取り組むのは今回がゼロからの出発のような

ものですので、いきなり内閣府においてやってい

くというのはちょっと難しいのではないか、それ

よりは強力なリーダーシップのもとにやろう、と

いうことで本部をつくり、本部長に内閣総理大臣、

副本部長に内閣官房長官と、それから、新たに任

命される海洋政策担当大臣、となる予定でありま

す。 
そして海洋基本法の意義ですが、海洋の総合的

管理のための政策･体制の枠組みを整備したとい

うことが何より大きいと思います。特に今までは

担当部局がはっきりしなかったために、やろうと

思ってもなかなか大変だったわけですが、このた

び総合海洋政策本部が設置され、海洋政策担当大

臣が任命されるなどしてかなり前進したわけであ

ります。そして、そこが中心になって海洋基本計

画をやっていく、そして海洋に関する施策の整合

性を確保し、優先順位の調整をする。それから中

長期的な国家計画をつくり、予算的基盤を確保す

る。それが大きな意味ではないか。海の調査、利

用、保全、管理には非常に多大な時間と労力と資

金を必要といたします。それらを計画的に推進し、

実施する経費を確保できることが大きいのではな

いでしょうか。こういったところが基本法案の意

義となります。 
衆議院は賛成多数で可決され、早ければ今週の

木曜あたりに参議院で可決され成立する可能性も

あります。そうしますと、3 ヶ月以内の施行とい

うことですから、7 月の施行の可能性が出てきま

す。できれば7月20日くらいで施行となれば良い

のかな、と考えております。このような状況でご

ざいますので、皆さんも、いかに自分達が基本法

を活用するのかという観点で見ていただいて、基

本法だからと遠くから見ているという状態になら

ないようお願い申し上げます。こういったところ

でお話を終わりにしたいと思います。 
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■社団法人 海洋産業研究会 常務理事  

中原裕幸 

ご紹介いただきました中原と申します。寺島さ

んは基本法に関してエキスパートでありまして、

その後に、また私がお話しするのはちょっとどう

かという気がいたします。しかし、私の所属が海

洋産業研究会ですので、産業の立場からのお話の

ご依頼をお断りするのも不自然ですし、それでは

少しばかりお手伝いの格好で、ということで話さ

せていただきます。私の後に磯部先生が控えてい

らっしゃいますので、つなぎの話と思って聞いて

いただければと思います。 
これからお話しする要点につきましては、次の

私どもの会報で詳しくご紹介する予定です。会報

は今週の終わり、遅くとも来週の月曜には出来上

がる予定でございます。今日配られております基

本法の原文のほか、安全水域に関する法案、その

他関連するような重要資料などを盛り込んで刊行

を予定しております。 
寺島さんが遠慮されて短くお話されたんですが、

私に与えられた時間は30分ということで、後ろに

パネルディスカッションもあるということでござ

いますし、30分前後でお話したいと思っておりま

す。 
与えられたタイトルですが、「海洋基本法と海洋

産業」と難しいタイトルでございます。先ほど申

し上げましたとおり、私どもの会の名前が海洋産

業研究会でございますからできるだろうとお思い

かもしれませんが、海洋産業の実態はどうである

かというのはかなり難しい問題であります。そう

はいっても私ども海洋産業研究会は、1970年から

既に 35 年以上海洋産業のシンクタンクとしてや

ってきておりますので、出来るだけ皆様のご理解

の助けとなれば、と思っております。基本法の概

要や由来、意味、ポイントなどは既に寺島さんか

らお話いただきました。重複する部分もあるかと

は思いますが、全38条について、お手元の原文を

参照しながら聞いていただければと思います。 
これからお話しするものにつきまして、まず基

本法の中で、海洋産業はどのように扱われている

のか、タイトルで言えば左から右について、後半

部では右方向から、産業側からどう考えれば良い

のか、と双方向に考えていきたいと思っておりま

す。 
今スクリーンにある通り、4章立て、全38条で

ございます（図7）。お手元の全文を見ていただき

たいのですが、海洋産業という 4 文字が条文の中

に明示的に示されているのが、ここに（図 8）書

いてあります第 5 条、第 10 条、第 24 条でござい

ます。条文の上に括弧書きで見出しがついており

ますが、第 5 条は海洋産業の健全な発展とありま

すし、第10条は事業者の責務の中で海洋産業、そ

して少し飛びまして第 3 章の具体的な施策の中に、

第24条、文字通り、海洋産業の振興及び国際競争

力の強化という見出しで、条文が書かれておりま

す。この後の画面で条文をご紹介しますが、これ

だけきちんと書かれておりまして、大変良い基本

法ではないかと考えております。 
なお、先ほどもご紹介ありましたとおり、第 2

章に、海洋基本計画第 16 条というのがあります。

寺島さんのお話にありましたとおり、もう一度強

調させていただきますが、基本法の根幹となる条

文でございます。従って、これ 1 条で、第 2 章と

いう 1 つの章を構成しており、注目したいと考え

ているわけでございます。 
これらの条文を実際に見てみようということで

ございますが、第 5 条で、海洋の開発・利用、保

全等を担う産業(以下「海洋産業」という)、海洋産

業の、いわば定義に当たるものが簡潔に述べられ

ております。とにかく海洋を開発・利用し、それ

図 7 

海洋基本法の構成海洋基本法の構成
（「海洋産業」の文字明示がある条文）（「海洋産業」の文字明示がある条文）

第第11章章 総則（第１条－第総則（第１条－第1515条）条）

（海洋産業の健全な発展）（海洋産業の健全な発展）第第55条条
（事業者の責務）（事業者の責務）第第1010条条

第第22章章 海洋基本計画（第海洋基本計画（第1616条）条）
第第33章章 基本的施策（第基本的施策（第1717条－第条－第2828条）条）

（海洋産業の振興及び国際競争力の強化）（海洋産業の振興及び国際競争力の強化）
第第2424条条

第第４章４章 総合海洋政策本部総合海洋政策本部((第第2929条－第条－第3838条条))
2
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らを守る、これらを担う産業を全て海洋産業とい

うのだ。従って、その海洋産業を振興するのだ、

ということが基本法に謳われているという点に、

我々産業団体に属する人間が注目しているわけで

す。そして、事業者の責務のところでは、海洋産

業の事業者は、事業を行う際には、地方公共団体

の施策に協力しなければいけない、それが責任だ

と書かれております。 
第24条については、私が注目したい文言に色を

つけました。国は、先端的な研究開発の推進、技

術の高度化、人材の育成及び確保、競争条件の整

備等による経営基盤の強化及び新たな事業の開拓

に必要な措置を講ずるものとする、と書かれてい

るわけであります。ここまでの文言がきちんと書

かれているということを先ほど寺島さんが言って

おられましたが、この基本法をどうやって活用し

ていくかというときに大きな手がかりになる条文

だ、というふうに私は注目したいと思います。 
先ほど申し上げましたように、海洋の基本計画

が第16条に書かれておりまして、政府はこの基本

計画をつくらなければならない。この第 16 条で、

第 2 章を構成して、柱として堂々と基本法の真ん

中にあるわけです。そしてその後ろ、次からの17
条から28条までが第3章として基本的な施策が書

かれている。これが海洋政策大綱で論議されたも

のを下敷きにして並んでいます。環境の保全だと

か輸送の確保、安全の確保、海洋調査など、産業

界が直接関係しそうなものがこれらの中の過半を

占めている、いずれかのアイテムにそれぞれの産

業界の個別企業の関係を有することになるのでは

ないでしょうか。 

先ほどは24条をご紹介しましたが、加えて私が

注目したいのが第 19 条であります（図 9）。すで

にご紹介ありましたとおり、我が国は世界 6 位の

広さの海域を有するわけですが、その海域の開発

等の推進ということが第 19 条にしっかり書かれ

ています。重要性を鑑み「海洋の特性に応じたEEZ
等の開発等の推進」のためにに、国が「必要な措

置を講ずるものとする」と条文上で提示されてい

ます。従って、後ほど図示いたしますが、沿岸域

からはるか沖合を、EEZ、大陸棚に至るまで、そ

の開発に、しかも「海域の特性に応じた」必要な

措置を講ずるものとすると、ここまで書かれてい

るわけでございます。従って、それぞれの海域の

特性に応じた開発の方式については、基本計画の

中身に関わってくれば理解できるものと私は考え

るわけでございます。 
改めて確認いたしますと、海洋基本計画の対象

の範囲というのは基線をもとにして 12 海里の領

海と、領海の基線から向かって 200 海里、国際法

上のEEZ、そして利用頻度の高い沿岸域です。こ

れらが、言ってみれば、日本の主権及び主権的権

利及び管轄権を行使しうる海域になっています。

言い換えれば、海洋基本計画の対象範囲が、この

空間範囲であると理解できるのであります（図10）。

先ほど綺麗な海底地形を寺島さんが提示されたの

ですが、このような形で、海域の特徴、特性に応

じた、という先ほどの条文を頭に描きますと、日

本の内水の中には、三大湾及び瀬戸内海などのの

半閉鎖海域という複雑な海岸線があるということ

であります。これらも含めて海洋基本計画の対象

になるであろう、ということです。 

（海洋産業の健全な発展）（海洋産業の健全な発展）
第第55条条 海洋の開発、利用、保全等を担う産業海洋の開発、利用、保全等を担う産業（以下（以下「海洋産業」「海洋産業」といとい

う。）については、我が国の経済社会の健全な発展及び国民う。）については、我が国の経済社会の健全な発展及び国民
生活の安定向上の基盤であることにかんがみ、その健全な生活の安定向上の基盤であることにかんがみ、その健全な

発展が図られなければならない。発展が図られなければならない。

「海洋基本法」の海洋産業に関連する条項「海洋基本法」の海洋産業に関連する条項

（事業者の責務）（事業者の責務）
第第1010条条 海洋産業の事業者は、基本理念にのっとりその事業を行うと海洋産業の事業者は、基本理念にのっとりその事業を行うと

ともに、国又は地方公共団体が実施する海洋に関する施策ともに、国又は地方公共団体が実施する海洋に関する施策
に協力するよう努めなければならない。に協力するよう努めなければならない。

（海洋産業の振興及び国際競争力の強化）（海洋産業の振興及び国際競争力の強化）
第第2424条条 国は、海洋産業の振興及びその国際競争力の強国は、海洋産業の振興及びその国際競争力の強

化を図るため、海洋産業に関し、化を図るため、海洋産業に関し、先端的な研究開発先端的な研究開発
の推進、技術の高度化、人材の育成及び確保、競の推進、技術の高度化、人材の育成及び確保、競
争条件の整備争条件の整備等による等による経営基盤の強化経営基盤の強化及び及び新たな新たな
事業の開拓事業の開拓その他のその他の必要な措置を講ずる必要な措置を講ずるものとする。ものとする。

3

（排他的経済水域等の開発等の推進）（排他的経済水域等の開発等の推進）

第第1919条条 国は、排他的経済水域等・・・・の開発、国は、排他的経済水域等・・・・の開発、
利用、保全等（以下「排他的経済水域利用、保全等（以下「排他的経済水域
等の開発等」という。）に関する取組の等の開発等」という。）に関する取組の
強化を図ることの重要性にかんがみ、強化を図ることの重要性にかんがみ、
海域の特性に応じた排他的経済水域海域の特性に応じた排他的経済水域

等の開発等の推進等の開発等の推進、排他的経済水域、排他的経済水域
等における我が国の主権的権利を侵等における我が国の主権的権利を侵
害する行為の防止その他の排他的経害する行為の防止その他の排他的経
済水域等の開発等の推進のために済水域等の開発等の推進のために必必
要な措置を講じる要な措置を講じるものとする。ものとする。

5

図 8 図 9 
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私が、何か話をしてくれと頼まれる時に繰り返

し言わせていただいているのですが、日本は小さ

い国だ、資源のない国だと子供の頃から刷り込ま

れてきたわけですが、国の形が変わってきたわけ

で、悪しき思い込みを払拭しなければならないと

いうことを広くアピールしたいわけであります。

特に、国政をあずかる方々、そして海洋に携わる

方々には、小さい国だ、資源がない国だ、いう言

葉は是非使わないで欲しいと思うわけです。少し

横道に逸れますが、この図を説明したいと思いま

す（図11）。200海里の図はよく御覧になっている

と思いますが、これは、大きな世界地図の中の日

本に該当する部分と、ヨーロッパに該当する部分

を切り出してくっつけたものでございます。見て

いただくとわかるのですが、日本の 200 海里水域

はこれだけのものになります。実は、ヨーロッパ

の陸上諸国及びそれらの国が所有するEEZの範囲

より大きいくらいだ、ということがわかると思い

ます。決して小さな国ではないのだということを

共通の認識にしたいなと思うわけです。 
次に、日本は資源のない国だというのも枕詞の

ようになっているわけですけれども、国の形が変

わって 200 海里水域を持つようになり、実はこれ

も大きな間違いの一つだと伝えたいのです。既に

利用しているのが水産資源であることは論を持ち

ません。そして、鉱物資源については、まだ十分

開発・利用されていない面が強いですが、ポテン

シャルとしましては非常に大きい。従って、幾つ

かの世代に対して私達は、日本に生まれたことが、

世界の中でもラッキーだと言うことができるので

はないでしょうか。 
水産資源につきましては、現在漁獲高は世界 5

位くらいで、チリや中国に負けているのですが、

魚種の多様さは抜きんでています。これは水産関

係の人が口をすっぱくして、皆さん知ってくださ

い、認識してください、と言っております。 
次に鉱物資源ですが、石油・天然ガスは残念な

がら規模は小さそうですがないわけではない。 

領海排他的経済水域

基線より350海里、

または2500m等深線から100海里
基線

沿岸域沿岸域

大陸棚

200海里

12海里

海洋基本計画の対象範囲海洋基本計画の対象範囲

（出典：社団法人海洋産業研究会、わが国２００海里水域の海洋管理（出典：社団法人海洋産業研究会、わが国２００海里水域の海洋管理
ネットワーク構築に関する提言、平成１５年５月）ネットワーク構築に関する提言、平成１５年５月）

6

図 10 
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図 11 

日本の日本の200200海里水域海里水域 vsvs ヨーロッパ主要国ヨーロッパ主要国200200海里水域海里水域

（出典：The Global Maritime Boundaries Database, USA、抜粋）

日本は小さい国→日本は小さい国→大きな間違い大きな間違い！！

8

図 12 

日本の日本のEEZEEZの多様なの多様な海洋鉱物海洋鉱物資源ポテンシャル資源ポテンシャル

（出典：(独)産業技術総合研究所） （出典： (独)石油天然ガス・金属鉱物資源機構
（JOGMEC）

11
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図 13 

日本の日本のEEZEEZにおける多様な水産資源における多様な水産資源

（出典：我が国周辺水域主要魚種の資源評価（出典：我が国周辺水域主要魚種の資源評価 平成平成1818年度版、水産庁／年度版、水産庁／((独独))水産総合研究センター、水産総合研究センター、20072007年年11月）月） 10

Neptune Minerals JapanNeptune Minerals Japan社が申請した鉱区社が申請した鉱区

〔〔注：東シナ海の境界線が不自然注：東シナ海の境界線が不自然〕〕（出典：（出典： Neptune Minerals Neptune Minerals 社の社の

WebsiteWebsite）） 12

図 14   (注：その後、境界線は修正表示されている) 
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それからメタンハイドレート、深海底鉱物として、

熱水鉱床、コバルト・リッチ・クラストは我が国

のEEZの中に十分ありそうだといえそうなのであ

ります（図 12）。どうやらそれは日本人だけが主

張するわけではなく、外国人も目をつけているら

しく、鉱物関係の方はご承知のことなんですが、

イギリスに本社を置く Neptune Minerals 社が日本

法人を昨年バタバタと作って、日本の 200 海里水

域の中に熱水鉱床の鉱区の申請をいたしました。

それが次の図であります（図14）。 
以下、水産資源、鉱物資源、そして Neptune 

Minerals社と、順番に紹介していきます。 
水産資源についてですが、これは今年の 1 月に

水産総合研究センターが出した資料から抜粋した

ものです（図13）。スルメイカ、マサバ、マアジ、

クロマグロの漁場など代表的なものだけ抜粋しま

したが、水産資源の多様性はわかっていただける

と思います。例えば、クロマグロにしてもそうで

すが、この南方海域、東シナ海と沖縄周辺海域と

いうのは、産卵海域としても水産の世界では注目

されておりまして、そういう意味で日本の周辺海

域は水産資源の宝庫だといえるのではないかと思

います。 
次に鉱物資源について見ますと、これは産業技

術総合研究所の方で出されている図でございまし

て、黄色が油・ガスで、赤が熱水鉱床、そして青

がマンガンであります（図 12）。緑がマンガン団

塊ですね。非常にわかりやすくなっている図でご

ざいます。あまり点が入っていない海域、例えば

北方四島周辺、日本海の竹島周辺あたりは何も表

示がありません。そしてこの東シナ海、熱水鉱床

については、日本の研究機関が調査しているので

出ていますが、もう少し南になりますと何も印が

ついおりません。ここには何もないのではなく、

あくまで調査が進んでいないだけあります。少し

ずつ、新しい技術によって地質構造の解明が進ん

でいると聞いております。そうはいいましても、

昔の技術で調べられた場所が多いということでも

ございますので、最新の技術でもう一度調べ直す

ということが、海洋基本計画の柱の一つにならな

ければならないのではないかと思うわけでござい

ます。この右側はメタンハイドレートであります。

最初のうちは、フィリピンプレートがユーラシア

プレートに沈み込む手前のところだけかと思われ

ていたのですが、他にもいろいろなところにある

ことがわかっております。この図を見ますと、日

本の周りが結構赤で埋め尽くされておりまして、

資源のポテンシャルが多いなということが理解で

きるのではないかと思います。 
続いて熱水鉱床について、今年の2月にNeptune 

Minerals 社の web サイトで、日本において鉱区を

申請したことが公開されておりまして、鉱物資源

関係の方がそれを発見し、鉱物資源関係のシンポ

ジウムの際に公表されました（図 14）。この赤い

点を見てください。日本の鉱業法に基づく鉱区の

申請を提出したそうであります。先ほど見た熱水

鉱床の赤い点と重なっているのがよくわかると思

います。これはやはり、外国企業も日本の 200 海

里水域が持っているポテンシャルに注目している

ということでございます。 
さて、ここで産業の側から今度はもう少し基本

法との関係を考えてみたいと思います（図 15）。
よく考えてみますと、中央部にありますアイテム

が、最初の条文に書いてあった、産業が海洋の開

発・利用、保全を担う、という中身を書きだした

もので、とりわけ関係が強いものに色をつけまし

た。それらが現在の役所の慣行で線を結ぶとこう

なるわけです。これはそれぞれの産業がいろいろ

とプロジェクトを立案・提案した際の相手先とな

るかもしれません。ただし、海洋基本法は、国と

しての体系的な基本計画をつくる、それを政府が

実行するということであります。従って、この基

本計画では、体系的・整合的に取り組んでいくと

農林水産省
水 産 庁

海洋基本計画海洋基本計画
の範囲の範囲

国土交通省
海上保安庁
気 象 庁
国土地理院

国土保全国土保全
防災管理防災管理
港湾管理港湾管理
海岸管理海岸管理

海運・物流海運・物流
海上警察海上警察
技術開発技術開発

漁港管理漁港管理
資源資源//漁場管理漁場管理

経済産業省経済産業省
資源ｴﾈﾙｷﾞｰ庁

大陸棚調査大陸棚調査

資源管理資源管理

文部科学省 科学研究教育科学研究教育

環 境 省 環境管理環境管理

防 衛 省 海上警備・防衛海上警備・防衛

外 務 省 外交外交・国際協力・国際協力

体系的・整合的体系的・整合的

取り組みの必要性取り組みの必要性

情報の相互流通情報の相互流通
＋＋

産学研民への産学研民への
情報の発受信情報の発受信

◇産業の振興◇産業の振興
◇技術競争力◇技術競争力

の強化の強化

内閣官房

13

図 15 
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いうことで、それがやはり産業の振興、技術競争

力の強化につながっていくのではないかと思いま

す。 
では海洋産業とは何かという問題ですが、これ

は私どもの会では、在来型と新規型、そして重複

型いうふうにしております（図 16）。この中のア

イテムは時代の変遷に応じまして変わっていくこ

ととは思います。獲る漁業と、モノを運ぶ海運、

それにつかう道具としての船舶の建造、その基地

としての港湾、そして埋め立て・浚渫、それから

大昔から続いている製塩これが在来型の産業でご

ざいます。残念ながら後で出てくる市場構造の中

で言えば、在来型の占める割合が大きいのですが、

将来的には新規型の産業の育成がとても重要にな

ってきます。 
現在、海洋産業の規模はどのくらいかというこ

となのですが、海洋産業の市場規模の試算例とい

うのは昔から幾つかあるのですが、ここでは最近

のものとして、寺島さんのリーダーシップで毎年

出している海洋白書に載っている、2006年の資料

をお見せします（図 17）。そこで整理すると、先

ほどの在来型なども合わせまして、このような数

字になります。単純に計算するだけで 13 兆 6000
億円以上となりまして、2003 年の GDP 比 2.77%
であり、これは実はすごい数字なのです。たとえ

ばノルウェーなどはもともと漁業国で、そこに油

田開発が入って数％という数字になりましたが、

他の先進諸国でも 2%を越えているのは 3 つか 4
つしかありません。他はほとんど1%前後でありま

す。つまり、我が国がいかに海洋産業に依存して

いるかということがご理解いただけるかと思いま

す。しかも、この数字にはバイオや環境の分や新

規型のものが入っておらず、これが入れば少なく

とも 13 兆 7000 億円以上となるのではないでしょ

うか。 
さてその中で、産業界として基本法に基づく基

本計画に大いに期待しよう、寺島さんの叱咤激励

を活かすように頑張れ、ということにどのように

取り組んでいくかが次の課題なのです。海洋基本

計画をどのようにつくっていただこうかというこ

とを考える時に、一歩下がって考えてみようとい

うことで、お手元に別綴りで配られています私ど

もの会報の一番最後のページに載っているものを

紹介いたします。海洋に関係する主な既存の基本

法を抜き出しますと、4つがございます。しかも、

環境基本法と科学技術基本法は、昨年度第 3 期の

基本計画がスタートしたばかりであり、水産基本

法は、3 月に第 2 次の水産基本計画が閣議決定さ

れ今年度からスタートします。エネルギー政策基

本法に基づくものは、こちらのほうは通常よりも

早い３年スパンで見直しがなされることになって

います。こういった中で海洋基本計画はどのよう

にあるべきか。政府のほうでも苦労して作ってい

ただけると思うのですが、そこに産業界の支援も

いるのではないかと思います。別の言い方をしま

すと、既に走り始めているこれらの基本法に基づ

く基本計画の海洋部分だけ切り出して綴じたもの

と内容的にほぼ似たようなものにとどまっている

のではないか。そうでないものにするにはどうし

たらいいかというのが我々に課せられた課題だと

思います。 
そして、今週末に出す予定の会報の解説でも述

《重複分野》
養殖・増殖

（つくり育てる漁業）

構造物・機器建造
（掘削ﾘｸﾞ、ROV・AUV、等）

長大渡海橋建設
（本四架橋/東京湾ｱｸｱﾗｲﾝ）

人工島建設
（関西・中部・神戸・新北
九州空港、ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ等）

ｳｫｰﾀｰﾌﾛﾝﾄ開発

海洋ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ

《在来型》

獲る漁業

船舶建造

(造船）

海 運

港湾建設

埋立浚渫

製 塩

＜海洋産業の概念図＞

《新規型》

海洋牧場

海洋空間利用

（浮体式構造物利用）

海洋資源開発
（石油/天然ガス/ﾒﾀﾝﾊｲﾄﾞﾚｰﾄ、

熱水鉱床、ｺﾊﾞﾙﾄﾘｯﾁｸﾗｽﾄ、
ﾏﾝｶﾞﾝ団塊、etc.,）

環境浄化/ﾏﾘﾝﾊﾞｲｵ
海洋深層水利用

海洋ｴﾈﾙｷﾞｰ利用
（洋上風力発電、温度差発電

潮汐発電、潮流発電、etc.,）
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図 16 

市場規模試算例市場規模試算例 （「海洋白書」（「海洋白書」20062006））

造船業・舶用工業 ＝2兆4,395億円*
水産食料品製造業 ＝3兆3,341億円（工業統計表による）

海 岸 工 事 ＝ 2,424億円（建設部門分析用産業連関表

による）

港湾・漁港建設 ＝1兆0,942億円（ 同 上 ）

海 運 業 ＝6兆5,094億円**
＊日本造船工業会、日本中小型船舶工業会調べ。

前者で、H15年度1兆5,600億円、後者でH16年度8,795億円。

**内航海運 1兆7,067億円、外航海運 3兆1,572億円、港湾運送業 1兆1,196億円、

外航利用運送業、内航旅客船事業等。

合合 計計 ＝＝1133兆兆66,,196196億円億円
（（20032003年対年対GDPGDP比比 2.77%2.77%））

＋バイオ産業・環境産業の海洋重複分
＋新規型海洋産業分
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べたのですが、基本法の法案が国土交通委員会で

全会一致、本会議でも賛成多数で可決されたわけ

ですが、国土交通委員会では合わせて次のような

5項目について決議されました（図18）。ここで重

要かと思われる部分に色をつけました。一つは、

海洋基本計画を早急に策定する。体制整備を行う。

施行されるのは 7 月ですが、水面下ではもう動き

があるわけで、公式には下半期からですが実質的

にはもっと早くなるわけです。それから、有識者

の会議を設置してその意見をちゃんと反映すると

いうのが決議文にあります。 
それから、国内法制を早急に整備すること。こ

れは、さらに我が国の法律や制度をきちんと変え

ていかなければならないという残された課題があ

るということで、海洋政策研究財団が中心になっ

て深く取り組んでいただけるだろうと期待してい

るのであります。その他に、安全の問題と領土の

問題とがあります。そして、海洋基本計画の柱と

してどのようなものが考えられるかということで、

前のほうで示しました、17 条から 28 条までの基

本的な施策、あれがおそらく柱になるのではない

かと思われます。その中でどうメリハリをつける

か。審議の状況から、他の基本法等基本計画との

関係はどうか、というような中で策定されていく

のではないかと考えております。また、おまけの

話として情報提供いたしますが、日本の沿岸域か

らEEZ、大陸棚の海域特性に応じた海洋基本計画

を国がつくれ、というのが義務になる基本法が出

来上がるわけですから、日本の場合、海域特性が

複雑なので非常に大変になるのですが、そんな試

みをしている国の例の一つとして、ドイツをご紹

介いたします。 
ドイツは、領海の外側の境界線が国際司法裁判

所で決定されたのですが、このEEZの中を何に使

うかということで、基本的な計画を策定する、と

いうか少なくとも議論がされているわけです。プ

ラットホームはどこに置くか、パイプラインはど

うするか、浚渫土の埋め戻しはどこでやるか、そ

れから海運の航行ルートはどこにする、軍事演習

海域はどこにする、などということで海域利用区

分をきちんとこのようにしているわけです。ここ

までいかないにしても、こんな国の例があるとい

うことを頭に描きながら、沿岸域の利用計画をす

ぐにでもつくれるような海域については、基本計

画をどんどんつくっていただけたらな、と考えて

おります。 
結びといたしまして、海洋基本法にもとづく海

洋基本計画が充実したものになって、海洋産業の

健全な発展に繋がるように、ということで、産業

界のみならず今日は土木学会、聴衆の方々にも

様々な方がいらっしゃると思います。皆さんで国

にどんどんプッシュしていくことが必要であると

考えております。これは一企業、一研究者、そし

て皆さん一人ひとりの力も是非お借りしたいと同

時に、学会の果たすべき役割がここにあるのでは

ないか、と思っておりまして、手を携えながら先

に進んでいきたいというふうに考えております。 
以上、急ぎ足でしたが、私のお話とさせていた

だきます。どうもありがとうございました。 
 

 

■東京大学大学院教授 磯部雅彦 

私のタイトルは「海洋基本法と土木」というこ

とでありますが、本来であれば海洋基本法をつく

るということに関しても、寺島さんのお手伝いを

もっとしなければならなかったのですが、全くで

きませんでした。せめてもの罪滅ぼしに、今日は

寺島さんの問いかけであります「海洋基本法が出

来るのでそれを活用してください」ということに

対して、何ができるかについてお話したいと思っ

ております。 
海洋基本法の第1条にも書いてありますが、「海

「新たな海洋立国の推進に関する件」「新たな海洋立国の推進に関する件」
（衆議院国土交通委員会決議文（衆議院国土交通委員会決議文 20072007年年44月月33日）日）

１、「新たな海洋立国」実現に向けた・・・１、「新たな海洋立国」実現に向けた・・・海洋基本計画を早急に策定海洋基本計画を早急に策定
するするとともに、・・・・集中的かつ総合的に推進できるようとともに、・・・・集中的かつ総合的に推進できるよう体制整備体制整備
を行うを行うこと。こと。

２．海洋基本計画の策定及び・・・・諸施策の推進に当たっては、・・・２．海洋基本計画の策定及び・・・・諸施策の推進に当たっては、・・・
総合海洋政策本部に・・・幅広い分野の総合海洋政策本部に・・・幅広い分野の有識者・・会議を設置有識者・・会議を設置し、し、

そその意見を反映させること。の意見を反映させること。

３．・・・・海洋法に関する国際連合条約その他の国際約束に規定する３．・・・・海洋法に関する国際連合条約その他の国際約束に規定する
諸制度に関する我が国の諸制度に関する我が国の国内法制を早急に整備する国内法制を早急に整備すること。こと。

４．・・・・４．・・・・海上輸送、海洋資源の開発及び利用等の安全の確保は不海上輸送、海洋資源の開発及び利用等の安全の確保は不
可欠可欠・・・・海上保安庁について、・・・・関係行政機関との連携を含・・・・海上保安庁について、・・・・関係行政機関との連携を含

めめ組織体制の総合的な検討・充実を図ること。組織体制の総合的な検討・充実を図ること。

５．・・・・５．・・・・領土の保全に遺漏なきを期す領土の保全に遺漏なきを期すとともに、・・・・外交的施策にとともに、・・・・外交的施策におお
ける努力を始めとする各般の施策をより一層協力に推進すること。ける努力を始めとする各般の施策をより一層協力に推進すること。
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洋は人類をはじめとする生物の生命維持に不可欠

な要素である」、「開発・利用と保全との調和」と

書いてあります。まず、出発点の海洋ですけれど

も、法律ですので海洋の定義は書いてありません。

従っておそらく、これは社会通念上からして、深

海から海岸線までをいうのでしょうが、もう少し

広く捉えることも可能なのだと思います。 
それはどういうことを意味するかといいますと、

海岸の沖側や陸側というものの相互作用を含む現

象についてまでうまく活用していける、利用して

いける、というふうに考えております。私たちと

関係がある海岸侵食にもっと深く関係することが

できる、総合土砂管理ということもやっていける。

たとえば山から土砂が出てくるというのはもちろ

ん当たり前なのですが、それが海に出てきて、そ

して深いところにいってしまいますと、今までな

ら諦めるしかありませんでした。ところが、ひょ

っとしたら諦めなくてもよくなるかもしれない。

内湾の水質についても、陸側、流域が大事だとい

うことも入りそうですし、また、内湾は半閉鎖性

あるいは閉鎖性といっても外海と繋がっています

ので、そことも関係をうまくすれば内湾の水質を

よくすることができるかもしれない。海水交換な

ども、もっと積極的にやっていけるかもしれない。

また、津波・高潮防災というのも海岸で防ぐと考

えないで、沖のところからモニタリングしながら

対策を進めることができるかもしれない。そのよ

うな意味で、海洋基本法というのが深海から海岸

線、ひょっとしたら沿岸域というのも入っていま

すから、流域を含めた陸域まで入るということに

なる。そうなれば、今まで解決できなかった、手

が付けられなかった問題を後押しすることができ

ると考えられます。 
ただし、「海洋」が定義されていないということ

は、やはり今後に、曖昧さが問題になる予感がし

ます。いろいろなことをやろうとした時に、今あ

る法律との関係がどうなるか、あるいは、今後基

本法のもとで法律を制定する際に、それがどのよ

うに制定されるのか、といったあたりがとても大

きな問題になりうると思っております。従って海

洋というのは、社会通念から、深海から海岸線ま

でというと、直接的には、領海とか排他的経済水

域などがあるわけですが、この部分が全部で 500
万平方キロくらいになります。そして地球の 1%
が日本だということになります。1%はすごく大き

いけれども、やはり、たかが1%です。従いまして、

研究的側面から見ますと、閉鎖的にはならないわ

けで、海洋全体、さらには陸域も視野に入れる必

要があります。 
こういうことができるようになると、水につい

ても、水循環というのが閉じていきますので、全

体として水の量・資源として考えていくというの

が当然です。一つの閉じた系として見ていけば、

山の上に雨が降って、それがダムで貯まり、発電

して電気を得れば、水そのものではなくとも、そ

の電気で海水を淡水化すれば利用できる水ができ

ます。また、水循環全体を見ることによって、新

たな水資源に対する考え方も生まれるかもしれま

せん。それから土砂循環についても、深海まで考

えれば、もう少しいい案がでるかもしれません。

それから、内湾の水質の問題を考えるときに、栄

養塩というものが一つのキーワードとなるのです

が、三大湾などは栄養塩が多すぎて赤潮が、ある

いは青潮が起こっているわけです。一方、栄養塩

というのは、「栄養」という言葉からもわかるとお

り、本来は生き物が生きていくために必要なもの

であり、それを多すぎるところから少なすぎると

ころへ運んでやれば両方とも良くなるかもしれな

いのです。そういったものとのインタラクション

を考えれば、岸に近いところの沿岸海域というの

も、もう少し長期的観点から良くすることも可能

でしょう。 
それが基本でありまして、では他にどのような

ことができるかなのですが、第 1 章の基本理念の

中に書かれています。ここに書いてあることを見

て、私などは、基本理念なのに具体的なものが随

分書いてあるなという感じがいたします。海洋の

安全確保、外国から守ろう、テロから守ろうとい

うような、いかにも頭の中で具体的なものがすぐ

浮かぶようなそういう言葉遣いがあって、海洋産

業の健全な発展、この｢産業の発展｣というのが最

近の法律としてはかなり久々のような気がします。

そして、科学的知見を充実しましょう、というこ

とも書かれており、モニタリングの重要性を訴え
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るいい機会なのかもしれません。というのは、モ

ニタリングといっても東京湾のように、リアルタ

イムでモニタリングしているのは、海上保安庁が

千葉・東京でやっている一点だけでして、そこの

予算がどのくらいか詳しくは知りませんが、東京

湾で行われている産業活動に比べるまでもなく微

小なものです。その結果として、東京湾が成り立

ち、その恩恵を我々は大いに受けているのです。

ですから、もう少し真面目にモニタリングしても

良いのではないかと考えています。具体的には、

東京湾で千葉や東京のような観測を 5 点、6 点と

やっていきますと、刻々とリアルタイムで東京湾

の中に貧酸素化した海水がどのくらいボリューム

があるか簡単にわかってしまうわけです。こんな

ことも、基本法をきっかけにしてやっていけるの

ではないかと思っています。 
そしてこれは共通したものですが、総合的な管

理をしていく、ということで、いろいろなものを

調和させながらやっていくというものであります。

そして海洋基本計画というものを策定するという

ことですが、閣議決定され公表され、5 年ごろに

見直していくということですが、まず、第一の海

洋基本計画をどうするかということが、今一番重

要な問題であると私は思っています。 
では、土木としてこれからどのようなことを提

案し、海洋基本計画に反映させることができるの

か、ということを考えてみます。基本政策という

17条以下にいろいろ書いてあることをいかにディ

スカッションしていくか、という寺島さんのご説

明でした。例えば17条には、水産動植物の生育環

境の保全及び改善ということが書かれていて、海

洋との関係で言えば、人工湧昇流発生装置なんて

いうのをもう少し本格的に考えて、水産生物が持

続可能にたくさん獲れるように、というようなこ

とも研究テーマになるし、それを経て事業になる

と思います。また、海洋の水産生物ということを

考えたら、それを支える産卵・孵化・成長は浅い

ところで行われることが多いわけです。またそこ

から翻って、今度は浅いほうの海で藻場や干潟や

そういった生息場を作り出すことが重要になって

くるのではないかと感じます。 
海底資源開発に関しては中原さんからお話があ

りましたとおりです。汚濁負荷の削減と書いたこ

ろがあって、これはご承知の通りに、海を汚さな

いということです。これは難しい問題でして、環

境省の規制だけではなかなか良くならなりません。

かといって、海岸法でできるかというと、私は法

律のことはよくわからないのですが、どうもうま

く出来ないそうでして、やはりなかなか進まない。

ということですと、やはり海洋基本法のもとで海

洋の環境を保全するんだということが明確に書か

れているのだから、それをやるためには、閉鎖性

内湾の水質･生態系改善ということもこの中に当

然入ってこなければならないと考えます。 
そして、第21条のところにつなぐ高潮の防災と

いうのも書いてあります。私が学生時代習った海

岸工学というのは、おもに海岸に堤防や護岸を造

って津波や高潮から守ろうというものでした。そ

れは戦後、津波や高潮で大打撃を経験したので、

緊急にそれを求めなくてはいけなかったというこ

とでやってきました。それをもっともっと良くす

るためには、沖で津波や高潮をモニタリングして

つかまえて、それを海岸で抑えて、その間に逃げ

るようなシステムをつくるのはできるのではない

かと思います。これは悲惨な状況で、国内の津波･

高潮の被害写真ですが、例えばこれは1983年の日

本海中部地震津波で、これも、多くの人が亡くな

りましたけれども、沖合に津波計のようなものが

あって、早めに津波の発生をする事が出来れば、

それで被害がかなり軽減するのではないでしょう

か（図 19，20）。そんなことが現実になってくれ

ればと思います。実際、現在でも、研究所などで

波も津波も計れるものだとか、あるいは紀伊半島

沖では、海洋開発研究機構が、地震計も設置する

というようなことで、津波を検出するといったこ

とも可能になるのではないかと思われます。それ

らが実用化され、日本中にばらまいておくことで、

少なくとも減災においては相当効果があるはずで

す。 
土木学会で10年ほど前に計算した結果では、港

湾の区域だけでも海面上昇対策で11.5兆円かかる

ということでした。これが起こったからといって

11.5 兆円すぐ出るかといえばそれは難しいことで

す。それならばいろいろな場所で海水面の観測を 
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が難しいのは、20年周期で上がったり下がった

りしているわけで、実は上がっているのが 2,3 年

で検出されたからとい 
はなく、そこは過去のノウハウ、生のデータか

東京大学
大学院新領域創成科学研究科
社会文化環境学専攻

津波・高潮災害津波・高潮災害

図 19 

東京大学
大学院新領域創成科学研究科
社会文化環境学専攻

日本海中部地震津波（１９８３）日本海中部地震津波（１９８３）

（渡辺偉夫，1998，日本被害津波総覧）

沖合で津波を観測し、
５分でも前もって警告
が出せれば、被害は
著しく軽減される

図  20 
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やってくれ、ということになります。しかしこれ

が難しいのは、20年周期で上がったり下がったり

しているわけで、実は上がっているのが 2,3 年で

検出されたからといってそれが 100 年続くわけで

はありません。そこは過去のノウハウや、生のデ

ータから抽出する作業をってそれが 100 年続くわ

けではありません。そこは過去のノウハウや生の

データから抽出する作業をして、海面上昇のスピ

ードを求めれば良いのです。例えば構造物の設計

において、明治時代の霊岩島の基準点を基準にし

た海水面を使わないで、トレンドを抽出したもの

から新しい海水面を決定していけば、構造物の更

新をするたびに海面上昇に応じた構造物になりま

すので、自動的に海面上昇対策にもなっていくわ

けです。海洋分野との幅広い連携をとっていくこ

とで、海面上昇を正確に抽出し、それを設計に反

映させるところにしていけるのではないかと思い

ます。 
内湾の水質、栄養塩の問題ですが、これは特に

陸域から大雨が降る、川から水がたくさんやって

くると、栄養塩がどんとたくさんやってきます。

この栄養は、植物プランクトンがいくら増えても、

少しも減ったように見えないほど栄養塩の濃度が

高すぎるということなのです。陸域からの負荷を

減らすということもさることながら、外海とどの

ような海水交換をしたら良いのかというようなこ

とも、これを機に考えていったらいいのではない

かと思っています。モニタリングをしたいという

のは先ほど申し上げたとおりですし、また海洋の

調査船なども、いろいろな用途のものを整備して

いこうとしています。こういうものが、調査の推

進といったものに入ってくるでしょうし、またこ

こに書いたような防災もあります。 
それから今まで出てこなかったところでは、人

材の育成及び確保といった問題があります。日本

では大学で海洋関係の教育をやっているところが

非常に少ないということもあり、そういったもの

が必要であるし、小・中・高校で海洋というもの

が物理にも出てきません。きちんとは扱われてい

ないので、そういったところも何とかしていかな

ければならないわけであります。だから、いろい

ろなことをやっていきましょうと。沿岸域だけを

考えてもこのように多くの問題があるので、沿岸

域は沿岸域を中心に問題を解決しなければいけな

いのですが限界がありますので、統合沿岸域管理

を行いながら、深い海洋ともインタラクションを

考えて進めていこう、ということであります。先

ほどお話しました海岸侵食の問題についても土砂

管理というのが重要だということであります。ま

た、離島については、いろいろ出てきたかと思い

ます。 
いま大学では、海洋研究所とかあるいは土木の

有志だとか色々な人たちで集まって教育や研究を

進めていきたいと、そういう組織作りも行ってお

ります。やはり、生活の中に海辺というものが受

け入れられるようにするというのが海洋基本法を

よりよくするために必要なボトムアップの方法で

あります。 
最後になりますが、法律に書いてある海洋基本

計画を、今後どのような内容にしていくかという

ことが、次のステップとして重要なのではないか

と思うわけであります。以上です。 


